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２ 増便（減便の一部解消） 

（１）目的 

令和６年９月に運転者不足のため、減便（平日６４便）を実施しましたが、運

転者確保に全力で取り組んだ結果、運転者不足の状況にも一定程度の改善が図

られてきたため、令和７年４月に続き、一部路線について増便（減便の一部解

消）を実施します。 

＜運転者数の状況＞  
 

 

 

 

 

（２）増便（減便の一部解消）の概要 

利用者が特に多い路線・時間帯を中心に、利便性向上のため一部増便（平日）

を実施します。  

増便路線 改正前 改正後 増便数 

若松～小倉 ２３便 ２５便  ２便 

若松～戸畑 ６９便 ７３便  ４便 

折尾～学研 ９０便 ９６便  ６便 

折尾～浅川 ３６便 ４２便  ６便 

合  計 １８便 

    ※増便する系統は、別紙１のとおり 

（３）実施予定日 

令和７年１１月４日 

 

３ 令和６年度の利用状況 
（１）乗合バス全体の現状 

   令和６年度は、乗合バス全体として、１００円の収入を得るために 

約１３５円の費用を要している状況です（令和５年度：約１２３円）。 

 

 

 

 

 

（２）系統別の状況（別紙２のとおり） 

   令和６年度は、全７６系統のうち、黒字が１３系統（１７．１％）、 

赤字が６３系統（８２．９％）という状況です。 

項  目 令和６年度 令和５年度 

黒字系統数 １３系統（１７．１％） １４系統（１８．４％） 

赤字系統数 ６３系統（８２．９％） ６２系統（８１．６％） 

年 月 必要数 運転者数 欠員数 

令和６年４月１日 １７１名 １４１名 ▲３０名 

令和６年９月１日 １５８名 １４８名 ▲１０名 

令和７年４月１日 １５３名 １５０名  ▲３名 

令和７年１０月１日 １５４名 １５５名  ＋１名 

◆系統ごとの「１便当たりの利用者数」及び「営業係数」 

 別紙「令和６年度 利用状況」のとおり（交通局ホームページでも公開） 

 ※「営業係数」とは、系統ごとの黒字・赤字を示す指標 
   →１００円の収入を得るための経費を示し、当該係数が１００を超えると赤字 
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別紙１ 
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別紙２ 
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